
○伊東市水道事業給水管統合整備費補助金交付要綱 

平成２１年７月１日 

伊東市水道事業告示第３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、道路内に埋設されている給水管の統合布設替えを行う者に対し、当

該布設替えに要する費用の一部を伊東市水道事業給水条例（昭和３５年伊東市条例第４

６２号）第１２条ただし書の規定に基づき補助金として予算の範囲内で交付することに

より、水道事業の円滑な運営を図り、市民の生活環境の向上に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において「給水管統合」とは、伊東市水道事業給水条例（昭和３５年伊

東市条例第４６２号。以下「条例」という。）第４条に規定する給水装置のうち、専用給

水装置を２本以上統合又は老朽共有給水装置を改良し、口径５０ミリメートル以上の共

用給水装置に布設替えを行うことをいう。 

２ 前項に規定する布設替えは、共用給水装置から分岐された第一止水栓及び第一仕切弁

までの専用給水装置を含むものとする。 

（交付の要件） 

第３条 この要綱に基づく補助金は、布設替えを行う道路区域に接して水道を使用してい

る者の全員が、給水管統合に同意し、かつ、上下水道料金、市税等を滞納していない場

合に交付するものとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、１５０万円を限度として、給水管統合のための水道工事（以下「水

道工事」という。）に要した費用の２分の 1 以内の額（１，０００円未満の端数が生じる

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

（総代人の選定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第７条に規定する総代人を選定しなけ

ればならない。 

２ 総代人は、補助金交付に係る申請及び手続を行うものとする。 

３ 総代人は、給水管統合後、当該給水管を管理しなければならない。 

（交付の申請） 



第６条 補助金の交付を受けようとする者は、伊東市水道事業給水管統合整備費補助金交

付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添え、伊東市水道事業管理者（以下「管理

者」という。）に提出しなければならない。 

 ⑴ 伊東市水道事業給水条例施行規程（平成１０年伊東市管理規程第２号。以下「施行

規程」という。）で定める総代人選定（変更）届（第１号様式） 

 ⑵ 案内図 

 ⑶ 水道工事設計書 

 ⑷ 水道工事費積算書 

 ⑸ 第３条に規定する同意書 

 ⑹ その他管理者が必要と認めるもの 

（交付の決定） 

第７条 管理者は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、審査を行い、補

助金を交付すべきと認めたときは、総代人に対し、伊東市水道事業給水管統合整備費補

助金交付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 管理者は、審査の結果、補助金交付が不適当と認めたときは、速やかに、当該総代人

に対し、その旨を通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 管理者は、補助金の交付決定について、次に掲げる条件を付するものとする。 

⑴ 水道工事は、条例第１３条第１項に定める指定給水装置工事事業者が施行しなけれ

ばならない。 

⑵ 水道工事の内容及び水道工事にかかわる費用を変更する場合には、あらかじめ管理

者の承認を受けなければならない。 

⑶ 水道工事を中止する場合においては、管理者の承認を受けなければならない。 

⑷ 水道工事が予定期間内に完了しない場合においては、速やかに管理者に報告すると

ともに、承認を受けなければならない。 

⑸ 水道工事が完了したときは、速やかに第１１条に規定する伊東市水道事業給水管統

合整備費補助金交付完了報告書（第３号様式）を管理者に提出し、完了検査を受けな

ければならない。 

（工事の変更、承認） 

第９条 第７条第１項の規定により補助金交付の決定を受けた総代人が水道工事の内容を



変更しようとするときは、遅滞なく伊東市水道事業給水管統合整備費補助金交付変更申

請書（第４号様式）を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、審査を行い、交付の決定を変更する

ことができる。 

（中間検査） 

第１０条 管理者は、この要綱に基づき施行する水道工事の中間検査を行うことができる。 

（完了報告） 

第１１条 補助金交付の決定を受けた総代人は、水道工事が完了したときは、伊東市水道

事業給水管統合整備費補助金交付完了報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、

管理者に報告しなければならない。 

 ⑴ 施行規程で定める給水装置工事しゅん工検査申請書（第９号様式） 

 ⑵ 工事写真 

 ⑶ 工事費の領収書の写し 

 ⑷ 水質、水圧試験結果表及び写真 

 ⑸ その他管理者が必要と認めるもの 

 （補助金の確定） 

第１２条 管理者は、前条の完了報告書を受けたときは、完了報告書等の審査及び完了検

査を行い、適正であると認めた場合には、交付すべき補助金の額を、伊東市水道事業給

水管統合整備費補助金交付確定通知書（第５号様式）により、当該総代人に通知するも

のとする。 

 （是正措置） 

第１３条 管理者は、前条の規定による審査又は検査の結果、水道工事の内容が適正でな

いときは、是正のための措置を命じることができる。 

２ 前項の規定は、第１０条の中間検査において準用する。 

３ 第１１条の規定は、第１項の規定による措置を行った場合について準用する。 

（補助金交付の時期） 

第１４条 管理者は、第１２条の規定により確定した額を、伊東市水道事業給水管統合整

備費補助金交付請求書（第６号様式）の提出を受けた後、交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１５条 管理者は、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する



ときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。 

 ⑴ この要綱又は管理者の命令に違反したとき。 

 ⑵ 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定は、第１２条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。 

 （補助金の返還） 

第１６条 管理者は、前条の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に補助

金が交付されているときは、伊東市水道事業給水管統合整備費補助金返還命令書（第７

号様式）により、期限を定めて、返還を命じるものとする。 

 （関係書類の保存） 

第１７条 総代人は、水道工事に係る書類、帳簿等を、水道工事の完了した会計年度から

１０年間保存しなければならない。 

 （調査等） 

第１８条 管理者は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、関係帳簿、書類その

他の物件の調査又は報告を求めることができる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるものを除き、補助金の交付等に関し必要な事項は、伊東市補

助金等交付規則（昭和３９年伊東市規則第１１号）の定めるところによる。 

２ この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日伊東市水道事業告示第２号） 

この要綱は、公示の日から施行する。（第２条一部追加及び第２号様式一部追加） 


